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著作物の違法コピーに、ご注意を！！

＊詳細については、専門家に相談して下さい。

弁護士　北川ひろみ 弁護士登録名　北川ひろみ
所　　　　属　南舘・北川・伊藤法律事務所（名古屋市中区）
　　　　　　　愛知県弁護士会登録
　　　　　　　（南山大学大学院法務研究科〈法科大学院〉非常勤講師）
取 扱 分 野　商事（企業法務）・民事・家事

※個別の御相談は中川法人会事務
局を通してお願い申し上げます。

　映画のＤＶＤやパソコンのソフトウエア、小説や写真・・・。私たちの周囲には、
いわゆる著作物といわれるものがたくさんあります。これらの著作物をつい
気軽にコピーして使ってしまうと、著作権法に違反する違法な行為になる場合
があります。今回は、そのような著作物の違法コピーについてご説明します。

Ｑ：著作権とは何ですか。
Ａ：小説や音楽、映画などの作品やコンピュータープログラムなどの創作性のある表現物（＝著作物）を創作した人（＝著作者）に

認められる独占的な権利を著作権と言います。著作者には、著作物を複製する権利や上演する権利など、著作物を自由に使用
できる権利が独占的に認められています。また、著作者は、他人に、自分の著作物を使用させることのできる権利（許諾）も
持っています。

Ｑ：著作権の認められる著作物とは何ですか。

Ａ：「思想又は感情を創作的に表現」したものであって、小説や論文、音楽、舞踊、絵画、建築、図面、映画、写真、プログラム
などがあげられます。著作権法で保護されるためには、「創作性」がポイントになりますので、たとえば、誰が描いてもその
ように描かれることになるであろう図面は、創作性が認められないとして、著作物には該当しないことがあります。

Ｑ：では、たとえば雑誌に掲載されているイラストや写真を、コピーして使用することは、許されないのでしょうか。

Ａ：はい、他人が作成したイラストや写真などを無断でコピーして使用することは、原則として、著作権の侵害になり、許されま
せん。イラストや写真が著作物である場合には、それを制作した著作者に、イラストや写真を使用できる独占的な権利がある
わけで、著作者以外にはそれを勝手に使用する権利は認められていません。

Ｑ：では、どのような場合に、そうしたイラストや写真などをコピーして使用することができるのですか。

Ａ：以下の場合には、著作物を適法に使用することができます。

Ｑ：もし、うっかりして違法コピーをしてしまったらどうなりますか。

Ａ：著作物の違法コピーに対しては、民事上の損害賠償を請求されるほか、著作物の使用の差止めを請求されます。また、違法コ
ピーは、懲役や罰金の課せられる犯罪行為にもなります。つい、うっかりでも、犯罪になりうる行為ですから、注意して下さ
い。

１．許諾使用 著作権者から、著作物の使用を許諾してもらうことができれば、その範囲で使用することができ
ます。但し、許諾してもらうにあたっては、料金が発生する場合があります。たとえば、パソコ
ンのソフトウエアやプロの作成したイラストなどでは、使用許諾を得る方法や条件などが公開さ
れている場合がありますので、それに従って許諾を得てから使用することになります。なお、著
作権そのものを譲り受けてしまう方法もあります。

２．私的使用 個人的に、または、家庭内等の限られた範囲内であれば、著作権者の許諾を得ることなく、使用
することができる場合があります。たとえば、家族で楽しむために購入したＣＤを、自宅で自分
でコピーして楽しむことは許されることになります。これに対して、喫茶店など店舗のＢＧＭと
して流すためにコピーしてこれを流すことは、営利目的での使用であり、私的使用とはいえませ
ん。

３．引用 公表された著作物であれば、引用して使用することが、一定の条件のもとで許されます。すなわ
ち、引用が、公正な慣行に合致するもので、かつ、引用の目的上正当な範囲で行われなければな
りません。従って、たとえば、非常に大量に引用されており、引用された部分が主たる部分とみ
なされてしまうと、適法な引用とは認められません。

４．その他 その他にも、学校その他教育機関での複製、図書館での図書の複製、著作権の保護期間を経過し
た後の使用などが許される場合があります。
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ＮＰＯ法人中部日中経済交流会

役　職　愛知県社会保険労務士会名古屋西支部幹事
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その他　企業勤務経験を活かした労務管理を得意分野とする。
※個別のご相談は中川法人会事務局を通してお願いします

特定社会保険労務士　大倉 昭治（あらた経営労務事務所）

メンタルヘルス その１
１．メンタルヘルスの現状
⑴自殺数が10年連続で３万人超
　我が国における自殺者数は平成10年以来、10年連続で３万人
を突破しています。これは交通事故による死者数の約６倍に相当
する数字です。日本の自殺率は世界的に見ても高率で、主要国で
はロシアに次いで第２位。アメリカの約２倍、イギリスの約３倍
で、まさに「自殺大国」といえるほど深刻な社会問題となってい
ます。
⑵増加し続ける企業における「心の病」
　自殺の最大の原因となっているのが、うつ病をはじめとする
「心の病」です。
　企業におけるメンタルヘルスの実態調査では、平成19年にメン
タルヘルス不調で1ヵ月以上休職している従業員がいる企業は
62.7％にのぼり、３年前の調査より10ポイント以上も上昇して
います。さらにメンタルヘルス不調者が最近３年間で増加してい
ると答えた企業は55.2％と半数以上にのぼっており、企業におけ
る心の健康問題はより深刻化してきています。
⑶「心の病」を原因とした労災申請も急増
　会社側の責任を追及する動きも目立ってきています。その一つ
は心の病を原因とする労災の認定請求が急増していることです。
　平成３年の段階ではわずか２件だった請求数が、平成19年度に
は900件を突破し、平成22年度は最多の1,181件となっていま
す。実際の認定数も平成22年度には過去最高の308件で、初めて
300件を超えました。世代別でみると30代が28.6%、40代が
24.7％、次いで20代が24％で、働き盛りの30～40代で過半数
を超える53.3％を占めています。
⑷メンタルヘルス問題に伴う経済的損失の大きさ
　会社における経済的損失はどのくらいあるのでしょうか。
　たとえば一人の従業員が心の病で長期の休業を余儀なくされた
場合、平均休業期間は約５ヵ月間とされています。しかも心の病
はある日突然発症するわけではなく、次第にやる気や仕事の能率
が落ちていき、結果として休まざるを得なくなります。また改善
後に復職しても、すぐに元の仕事ができるわけでもありません。
したがってその前後のパフォーマンスの低い時期を加算して、約
８ヵ月分の経済的損失があると考えられます。

平均休業５ヵ月+療養開始前の能力低下３ヵ月×0.5+
復職後リハビリ３ヵ月×0.5＝8ヵ月分

　加えて労災申請や民事訴訟などに発展した際には、会社にとっ
て大きな損失につながります。さらに休業者が出た職場では、そ
の人の抜けた穴埋めをするために頑張り過ぎて、同じように心の
病を連鎖的に発病してしまう人が現れる可能性もありますし、職
場全体のモチベーションが低下して企業業績にまで影響しかねま
せん。万が一、過労自殺などが発生した場合には、業界における
企業イメージに大きな傷がついてしまいます。
⑸メンタルヘルス対策の成否が企業業績を左右する
　会社として適切なメンタルヘルス対策を行うことによって、うつ
病などの心の病の発症を減らすことは十分に可能です。そのよう
な好ましい変化が現れた職場では、従業員の体も心も健全とな
り、安心して日々の仕事に専念することができるようになり、パ
フォーマンスが向上します。心の病が減少すれば休業補償や労災
などによる会社の経済的損失も減らすことができ、職場のモラル
や企業イメージを向上させ、業績を上げることさえ可能なのです。

２．｢心の病｣が急増しているさまざまな理由
⑴職場内における会話、コミュニケーションの不足
それでは会社において、心の健康問題が多発している原因とし

ては、どのようなことが考えられるでしょうか。
　よく指摘されている要素としては、「コミュニケーション不
足」があります。ＩＴ系をはじめとする最近のオフィスでは、
情報伝達の多くがメールで済まされ、従業員同士の直接の会話
が極端に減っています。また業務区分が細分化され、そもそも
会話する機会が少ないのも実情です。そのために従業員は孤立
感を覚え、心のバランスを失ってしまいます。
⑵｢成果主義｣導入による従業員間の過当競争、職場内の雰囲気の
悪化
　また1990年代以来導入された｢成果主義」の影響も考えられ
ます。
　組織を活性化して業績を向上させる目的で導入されたのです
が、いざ運用してみると、短期的な成果だけで従業員を評価す
る風潮となり、誰もが他人を蹴落として成果を独り占めしよう
とする雰囲気になったとの話を耳にしたことがあります。その
ため長期的な視点での若手の育成や、皆で協働して一つのこと
をやり遂げようという機運が希薄となり、ギスギスした職場の
空気となって従業員の心の病を多発させたといいます。
⑶景気の低迷やリストラ、非正規従業員の増加に伴う残業・時間
外労働の増加
　それに加えて残業など時間外労働が増加したことも見逃せま
せん。景気の低迷などを理由に会社が人件費を削減する動きに
出た結果、リストラや非正規従業員の増加に伴い正規従業員の
数が大幅に減少しました。
　―万で企業業績を維持するために、残された従業員への負担
が増大し、｢サービス残業｣を含む時間外労働が増えました。そ
のため睡眠不足や生活時間の乱れ、極度の疲労によって心の病
が多発するパターンとなっています。
⑷食生活の乱れに伴う栄養バランスの悪化
　意外と重要な原因の一つに「食生活」の乱れがあります。神
経細胞の情報伝達にはセロトニンなどの伝達物質が必要です
が、この伝達物質の欠乏や機能不全がうつ病等を引き起こしま
す。砂糖や甘いお菓子、清涼飲料水などの摂り過ぎによる反応
性低血糖、ビタミン・ミネラル不足はこの伝達物質を枯渇さ
せ、心の病にかかりやすい状態を容易にもたらします。新鮮な
野菜や果物、良質なタンパク源である魚類や海藻類、豆類の消
費量減少も、うつ病などの多発の背景となっています。
⑸低体温や代謝低下に伴う神経機能の障害
　食生活の問題とも関連しますが、近年｢低体温」の人が増えて
いることも見逃せません。人間の体温は平均で36.5℃とされて
いますが、35℃台あるいは34℃台の人が若い世代を中心に増
加しています。これは食生活の乱れや運動不足、ストレスなど
が原因とされています。36℃以下になると免疫力や代謝が低下
してさまざまな病気になりやすくなりますが、心の健康にとっ
ても同様です。低体温に伴い神経細胞の情報伝達がうまくいか
なくなり、うつ病などを発症しやすくなるのです。
⑹オフィス環境悪化に伴う慢性的ストレスの増大
　一方で、オフィス環境の悪化も重要な項目の一つです。ホル
ムアルデヒド等の有害物質などによりシックハウス症候群が起
こることは知られていますが、脳細胞にも悪影響を及ぼしま
す。また有害電磁波や地磁気の乱れなども神経細胞への攬乱要
因となり、メンタルヘルス不調を誘発します。さらにはコンク
リートの打ちっぱなしの建築や無機質なオフィス空間は体や脳
を冷やし、そこで暮らす人の感性を鈍くして心のゆとりを奪っ
てしまうのです。

次回からは、各局面における対策を検討します。

　近年、職場生活において強いストレスを抱え、心の健康問題を抱える労働者が
増加傾向にあり、欠勤・休職・離職が急増しています。企業にとって、職場生活
のストレスによるメンタルヘルス不調者への対策を整えることは重要課題となっ
ており、シリーズでこの問題および対策を採り上げてまいります。


